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【
要
約
】
　
後
漢
光
武
帝
が
識
緯
思
想
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
即
位
し
て
か
ら
、
識
緯
は
王
朝
一
代
を
通
し
て
、
、
中
心
的
位
置
を
確
立
す
る
。
小
論
は
、

光
武
即
位
か
ら
章
帝
期
の
白
虎
観
会
議
に
至
る
ま
で
の
識
緯
思
想
の
受
容
と
展
開
を
、
当
時
の
政
治
史
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
白
虎
観

会
議
に
お
い
て
、
経
学
の
み
な
ら
ず
、
緯
学
も
そ
の
収
束
さ
れ
た
姿
を
呈
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
会
議
に
至
る
ま
で
の
豊
平
思
想
の
流
れ
を
概
観
す
る
意

味
で
、
小
論
を
「
白
虎
観
会
議
前
夜
」
と
題
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
三
巻
瓢
箪
　
一
九
八
○
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
西
暦
二
五
年
の
光
武
帝
即
位
に
は
じ
ま
る
後
漢
王
朝
は
、
聖
帝
・
章
帝
期
に
か
け
て
一
時
期
の
安
定
と
繁
栄
の
時
代
を
迎
え
る
。
思
想
面
、

特
に
儒
学
に
お
い
て
は
、
今
文
・
古
文
の
対
立
を
内
包
し
つ
つ
も
経
学
全
盛
に
向
か
い
、
後
漢
の
礼
教
世
界
を
現
出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
皮
錫
瑞

『
経
学
歴
史
』
は
、
前
漢
末
か
ら
明
帝
・
華
墨
に
か
け
て
を
、
　
「
経
学
極
世
時
代
」
と
呼
び
、
章
帝
期
に
完
成
を
み
る
班
固
『
漢
書
』
は
、
こ

の
後
漢
慰
書
世
界
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
後
漢
の
儒
学
史
に
お
い
て
、
光
武
即
位
当
初
か
ら
、
否
そ
れ
以
前
の

段
階
か
ら
、
後
漢
期
の
儒
学
を
特
徴
づ
け
、
政
治
面
に
も
強
い
影
響
力
を
も
っ
た
思
想
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
見
過
し
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
漢
儒
学
史
を
特
徴
づ
け
る
思
想
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
識
緯
思
想
で
あ
っ
た
。
今
文
・
古
文
の
論
争
と
鼠
さ
れ
て
い

る
白
虎
観
会
議
、
そ
の
議
事
録
と
も
言
え
る
『
白
虎
通
』
、
経
書
郵
玄
室
な
ど
を
見
れ
ば
、
識
緯
思
想
の
影
響
力
の
大
な
る
こ
と
、
瞭
然
で
あ



る
。
当
時
、
識
緯
の
学
は
、
　
「
外
学
」
と
称
さ
れ
た
経
学
に
対
し
、
　
「
内
学
」
と
も
言
わ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
と
こ
ろ
で
こ
の
識
緯
思
想
に
つ
い
て
、
顧
頽
剛
『
秦
漢
的
方
士
与
儒
生
』
を
は
じ
め
、
最
近
に
お
け
る
安
居
香
山
氏
な
ど
の
秀
れ
た
研
究
が

あ
る
が
、
思
想
が
後
漢
社
会
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
比
し
、
論
考
の
量
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
小
論
で
、
光
武
即
位
か
ら
白
虎

観
会
議
に
至
る
ま
で
の
識
緯
思
想
の
受
容
と
そ
の
展
開
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
、
そ
れ
が
ま
ず
最
初
の
理
由
で
あ
る
。
加
え
て
、
私
が
先
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

出
し
た
所
謂
「
儒
教
の
国
教
化
」
に
つ
い
て
の
展
望
の
責
を
こ
こ
で
負
い
た
い
と
思
う
。
儒
教
の
国
教
化
は
、
識
緯
思
想
と
の
密
接
な
関
係
の

上
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
西
嶋
定
生
・
板
野
長
八
両
氏
の
所
説
で
あ
っ
た
の
で
。

　
た
だ
本
稿
で
は
、
識
緯
思
想
と
後
漢
初
期
の
政
治
史
の
関
係
に
比
重
が
か
か
っ
た
結
果
、
識
緯
思
想
そ
の
も
の
の
哲
学
的
考
察
、
お
よ
び
思

想
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
論
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
対
象
と
す
る
時
期
は
、
光
武

即
位
か
ら
章
帝
初
年
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
王
葬
政
権
の
歴
史
的
意
義
、
王
葬
の
顧
命
政
治
が
与
え
た
影
響
は
無
視
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
言
及
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
も
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　
①
　
顧
頷
剛
『
悪
漢
的
方
士
与
儒
生
』
（
原
題
『
漢
代
学
術
史
略
』
　
こ
の
本
の
出
版
　
　
　
　
　
香
山
・
中
村
璋
八
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』
（
国
書
刊
行
会
　
一
九
七
六
）

　
　
経
緯
に
つ
い
て
は
小
倉
芳
彦
他
訳
『
中
国
古
代
の
学
術
と
政
治
』
解
説
等
参
照
）
　
　
⑧
拙
稿
「
『
儒
教
の
国
教
化
』
と
『
儒
学
の
官
学
化
』
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
一

　
　
第
二
十
一
章
「
識
緯
雀
東
漢
時
的
勢
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
一
九
七
九
）

　
②
　
安
居
香
山
『
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
（
國
書
刊
行
会
　
一
九
七
九
）
　
安
居

第
；
學
　
光
武
帝
即
位
と
識
緯
学
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ゆ
だ

　
「
皇
天
上
帝
、
后
土
神
祇
は
、
思
い
を
め
ぐ
ら
さ
れ
、
特
に
秀
に
眼
を
か
け
命
を
下
し
て
人
民
を
属
ね
、
人
民
の
父
母
た
ら
ん
と
な
さ
れ
た
。

し
か
し
秀
は
天
の
こ
の
要
望
を
辞
退
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
臣
下
の
諸
侯
の
多
く
は
、
は
か
ら
ず
も
言
を
同
じ
く
し
て
い
う
。
　
『
王
春
が

位
を
毛
嚢
し
、
陛
下
は
憤
り
を
発
し
挙
兵
さ
れ
ま
し
た
。
王
尋
・
王
邑
ら
を
晶
帯
で
破
り
、
王
郎
・
銅
馬
を
河
北
に
て
訣
伐
し
、
天
下
を
平
定

な
さ
れ
、
海
内
は
陛
下
の
恩
恵
に
あ
っ
か
る
こ
と
に
な
り
、
上
は
天
地
の
心
に
か
な
い
、
下
は
人
民
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
す
』
と
。
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懇
話
記
に
は
『
劉
秀
、
兵
を
発
し
不
道
を
捕
え
、
留
金
、
徳
を
修
め
天
子
た
れ
』
と
も
言
っ
て
い
る
。
私
は
再
三
再
四
辞
退
し
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

臣
下
は
皆
、
　
『
皇
天
の
大
命
は
躊
躇
な
さ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
』
と
い
う
。
敬
し
ん
で
受
け
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
」

　
右
は
西
暦
二
五
年
六
月
、
皇
帝
に
即
位
し
た
光
武
の
祝
文
で
あ
り
、
後
漢
王
朝
は
こ
こ
に
正
式
に
始
ま
る
。
し
か
し
光
武
帝
は
皇
帝
位
に
つ

い
た
も
の
の
、
天
下
平
定
の
道
は
ま
だ
遠
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
祝
文
が
出
さ
れ
た
同
じ
月
に
赤
眉
集
団
が
天
子
に
濫
立
し
た
劉

盆
子
を
は
じ
め
、
各
地
に
群
雄
が
勢
力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
名
実
と
も
に
王
朝
が
安
定
に
向
か
っ
て
始
動
し
た
の
は
、
建
武
一
二
年

（
西
暦
三
六
）
の
公
孫
述
政
権
打
倒
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ず
、
光
武
帝
の
初
買
は
、
王
朝
安
定
へ
の
試
行
錯
誤
の
時
期
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
光
武
は
冒
頭
に
挙
げ
た
祝
文
に
識
記
を
引
き
、
自
己
の
即
位
を
正
統
化
し
て
い
る
が
、
彼
が
識
量
思
想
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
は

『
晴
書
』
経
籍
志
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
王
葬
、
符
命
を
好
み
、
光
武
、
図
識
を
以
て
興
り
て
起
り
、
遂
に
世
に
盛
行
す
。

と
あ
り
、
張
翼
は
『
廿
二
史
叢
記
』
、
「
光
武
信
心
書
」
な
る
項
目
で
、
　
『
後
漢
書
』
中
に
み
え
る
光
武
帝
と
緯
書
と
の
関
連
記
事
を
詳
細
に
挙

げ
て
い
る
。
又
、
顧
頷
剛
『
秦
漢
的
方
士
与
儒
生
』
及
び
我
が
国
に
於
け
る
安
居
香
山
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』
な
ど
で
、
光
武
帝
と
早
言
思

想
の
歴
史
的
考
察
が
あ
り
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
、
少
な
く
な
い
。
い
ま
、
こ
れ
ら
の
先
学
の
業
績
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
光
武
帝
と
識
緯
思
想
の

関
係
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
光
武
帝
の
挙
兵
及
び
皇
帝
即
位
を
め
ぐ
り
、
如
何
に
緯
書
が
深
く
関
与
し
て
い
た
の
か
、
各
所
で
言
及
し
て
い
る
『
後
漢
書
』
の
中

で
、
直
接
即
位
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
㈹
　
光
武
先
に
長
安
に
在
り
し
時
、
同
舎
葦
辺
華
、
関
中
よ
り
『
赤
紫
符
』
を
奉
じ
て
曰
く
「
劉
墨
譜
を
発
し
不
道
を
捕
え
、
四
夷
雲
集
し
、
糎
は
野
に
闘

　
　
う
。
四
七
の
際
、
火
、
主
と
な
れ
」
と
。
　
（
光
武
帝
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ

　
　
㈲
　
　
（
王
）
葬
の
末
、
百
姓
愁
怨
す
。
　
（
李
）
通
も
と
（
李
）
守
の
識
を
説
き
「
劉
氏
復
興
し
、
李
氏
輔
と
為
れ
」
と
云
う
を
聞
き
、
私
か
に
常
に
之
を
懐
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あ

　
　
う
。
…
…
光
武
、
初
め
通
、
士
君
子
の
相
い
慕
う
る
を
以
て
、
故
に
往
き
て
之
に
苔
う
。
相
見
す
る
に
及
び
、
共
に
語
り
て
日
を
移
し
、
手
を
握
り
て
歓

　
　
を
極
む
。
通
、
因
り
て
具
さ
に
陽
文
の
事
を
言
う
。
光
武
、
初
め
殊
に
意
と
せ
ず
、
未
だ
あ
え
て
之
に
当
ら
ず
（
東
通
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
⑥
　
重
葬
の
末
、
光
武
撃
っ
て
兄
伯
升
及
び
（
都
）
農
と
倶
に
宛
に
之
き
、
穣
人
藥
少
公
等
と
謙
語
す
。
少
公
頗
る
図
識
を
学
び
、
劉
秀
ま
さ
に
天
子
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

　
　
べ
き
を
言
う
。
或
も
の
曰
く
「
象
れ
国
師
公
劉
秀
た
る
か
」
と
。
光
武
戯
れ
に
田
く
「
何
を
用
っ
て
僕
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
れ
る
や
」
と
。
坐
す
る
者
、

　
　
皆
大
い
に
笑
う
も
、
農
、
心
に
ひ
と
り
喜
ぶ
。
　
（
郵
農
伝
）

こ
こ
に
引
か
れ
た
緯
書
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
は
、
史
料
㈹
に
名
の
見
え
る
『
河
図
赤
伏
符
』
の
他
は
、
定
か
で
な
い
。
も
っ
と
も
、
平
秀

道
氏
は
、
白
総
伝
中
に
み
え
る
識
言
、
　
「
劉
秀
ま
さ
に
天
子
た
る
べ
し
」
も
、
　
『
叢
書
』
符
遺
志
な
ど
の
記
事
か
ら
『
中
伏
符
』
で
あ
る
と
指

　
　
　
　
　
　
②

摘
さ
れ
て
い
る
が
。

　
と
こ
ろ
で
、
史
料
⑬
及
び
⑥
が
語
る
よ
う
に
、
光
武
帝
は
、
は
じ
め
識
緯
思
想
に
対
し
て
、
あ
ま
り
問
題
ど
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
即
位
時
に
な
る
と
重
要
な
る
地
位
を
占
め
て
く
る
。
先
に
挙
げ
た
祝
文
中
の
「
忌
寸
日
劉
早
発
兵
捕
不
道
、
頭
金
修
単
為
天
子
」
が
、
史

料
㈹
の
「
赤
伏
重
日
、
劉
撃
発
兵
捕
不
道
、
四
夷
雲
集
龍
単
一
、
四
七
之
際
、
火
為
主
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
て
お
そ
ら
く
誤
り
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
即
位
後
の
光
武
帝
の
識
緯
思
想
に
対
す
る
接
近
度
は
、
急
激
に
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
当
時
、
識
緯
思
想
に
批
判
的
で

あ
っ
た
者
た
ち
、
桓
謳
・
劉
興
・
罪
敏
ら
に
対
す
る
光
武
の
態
度
は
、
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
余
り
あ
る
。

　
帝
、
桓
課
に
謂
い
て
蘭
く
「
吾
れ
繊
を
以
て
之
を
決
せ
ん
と
す
、
何
如
」
。
輝
、
黙
然
た
る
こ
と
良
や
久
し
く
し
て
、
曰
く
「
臣
、
繊
を
読
ま
ず
」
。
帝
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
　
　
　
　
　
　
　
な
み

　
故
を
問
う
。
諏
ま
た
識
の
経
に
非
ざ
る
を
言
う
。
帝
、
大
い
に
怒
り
て
曰
く
「
桓
諏
、
聖
を
非
り
、
法
を
無
す
。
将
に
下
し
て
昇
れ
を
斬
れ
」
と
。
　
（
後
漢

　
書
・
桓
諏
伝
）

こ
こ
に
お
い
て
も
は
や
、
接
近
は
信
奉
に
ま
で
至
っ
た
と
書
っ
て
よ
い
。

　
識
緯
思
想
に
対
す
る
光
武
帝
の
か
か
る
信
奉
は
、
一
つ
に
は
、
光
武
に
先
だ
つ
王
葬
政
権
が
識
緯
に
連
関
す
る
符
命
政
治
の
上
に
立
脚
し
た

も
の
で
あ
っ
た
が
為
、
篭
耳
政
権
打
倒
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
と
し
て
、
や
は
り
神
秘
的
、
予
言
的
な
も
の
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
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あ
ろ
う
。
幕
別
に
、
当
時
方
士
た
ち
が
先
ど
り
し
、
世
論
を
反
映
し
た
採
掘
が
、
劉
氏
復
興
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
為
、
光
武
帝
は
、
当

時
の
風
潮
に
従
い
識
緯
思
想
を
学
用
し
た
結
果
で
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
観
点
を
か
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
建
武
元
年
の
光

武
帝
即
位
後
も
、
各
地
に
自
立
し
、
天
子
と
称
し
て
い
た
群
雄
の
中
に
、
自
立
の
思
想
的
背
景
を
光
武
と
同
じ
く
図
識
に
求
め
て
い
た
者
が
多

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
蒔
に
真
定
王
飾
揚
、
復
た
識
記
を
造
作
し
て
云
え
ら
く
「
赤
九
の
後
、
痩
揚
、
主
と
為
れ
」
。
楊
、
撰
を
病
み
以
て
衆
を
惑
わ
し
、
綿
憂
の
賊
と
交
通
せ
ん

　
　
と
す
。
　
（
後
漢
書
・
欺
純
伝
）

　
　
時
に
潔
郡
太
守
張
豊
、
使
者
を
論
え
兵
を
挙
げ
て
反
す
。
自
ら
無
上
大
将
軍
と
称
し
、
彰
寵
と
兵
を
連
ぬ
。
…
…
初
め
豊
、
方
術
を
好
む
。
道
士
の
「
豊
、

　
　
ま
さ
に
天
子
た
る
べ
し
」
と
適
う
も
の
あ
り
、
五
繰
嚢
中
石
を
以
て
盤
の
肘
を
繋
ぎ
、
「
石
中
、
玉
璽
あ
り
」
と
云
う
。
豊
、
こ
れ
を
信
じ
遂
に
反
す
。
（
後

　
　
漢
書
・
祭
遵
伝
）

　
　
初
め
（
張
）
満
、
天
地
を
祭
嬉
し
、
自
ら
云
う
「
出
た
る
べ
し
」
と
。
既
に
干
わ
れ
、
歎
じ
て
曰
く
「
重
文
、
我
を
誤
て
り
し
と
。
　
（
後
銭
轡
・
祭
遵
伝
）

そ
し
て
、
蜀
に
自
立
し
、
最
も
強
大
な
勢
力
を
誇
っ
た
公
孫
述
も
、
こ
の
例
に
も
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
．
（
公
孫
）
述
、
亦
た
好
み
て
符
命
・
鬼
神
・
瑞
応
の
事
を
為
し
、
妄
り
に
登
記
を
引
く
。
以
為
ら
く
、
孔
子
、
春
秋
を
作
し
、
赤
制
を
為
し
十
二
公
を
断
ず
。

　
　
漢
、
平
帝
に
至
る
十
二
代
、
歴
数
尽
く
こ
と
明
ら
か
な
り
。
一
意
、
再
び
命
を
受
く
る
を
得
ず
。
又
た
皇
運
法
を
引
き
て
曰
く
「
昌
帝
を
廃
し
公
孫
を
立

　
　
っ
」
。
括
地
象
に
聞
く
「
帝
害
者
、
命
を
受
け
、
公
孫
氏
握
る
」
。
援
神
契
は
曰
く
「
西
太
守
、
卯
金
を
産
す
」
。
西
方
太
守
に
し
て
卯
金
を
乙
絶
す
る
の
謂

　
　
い
な
り
、
と
。
　
（
後
漢
書
・
公
孫
述
伝
）

公
孫
述
が
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
図
書
は
、
　
『
河
図
録
運
法
』
『
細
図
括
地
象
』
『
孝
経
援
神
南
』
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
書
に
み
え
る
「
公
孫
」

「
西
太
守
」
を
自
己
に
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
く
り
返
し
、
自
己
主
張
を
内
地
に
し
つ
づ
け
る
公
孫
述
に
対
し
、
光
武
は
書
面
で
次
の
如

く
言
う
。
　
「
図
識
で
『
公
孫
』
と
言
っ
て
い
る
の
は
宣
帝
の
こ
と
。
（
又
別
の
図
醤
に
は
）
『
漢
に
代
る
巻
は
当
塗
高
』
と
あ
る
が
、
君
が
ど
う
し

て
当
塗
高
た
り
得
よ
う
。
の
み
な
ら
ず
君
は
、
手
の
ひ
ら
の
文
様
を
瑞
応
だ
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
王
葬
の
ま
ね
を
ど
う
し
て
す
る
の
か
。
君

は
私
に
と
っ
て
賊
臣
で
も
乱
心
で
も
な
い
。
に
わ
か
時
に
あ
っ
て
は
、
だ
れ
し
も
君
事
を
し
ょ
う
と
す
る
も
の
。
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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君
は
す
で
に
年
老
い
て
、
妻
も
弱
っ
て
い
る
の
に
、
子
は
ま
だ
主
な
い
。
早
く
き
ち
ん
と
す
べ
き
で
あ
る
。
天
下
は
不
可
思
議
な
も
の
、
カ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。

も
っ
て
争
っ
て
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
よ
く
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。
そ
し
て
最
後
に
「
公
孫
皇
帝
」
と
署
名
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

公
孫
述
に
与
え
た
こ
の
文
面
は
、
　
『
華
諸
国
志
』
に
見
え
る
そ
れ
と
は
、
文
辞
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
図
書
に
も
と
づ
い
て
自
己
を
正

統
化
し
よ
う
と
す
る
公
孫
述
に
対
し
、
光
武
帝
も
函
書
に
異
な
っ
た
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
、
又
別
の
図
書
を
引
用
し
自
身
の
正
統
化
に
努
め
て
い

る
こ
と
は
、
特
に
注
目
し
た
い
。

　
い
っ
た
い
識
緯
思
想
の
上
に
た
ち
自
立
し
て
い
る
群
雄
に
対
し
、
光
武
自
身
の
正
統
性
を
主
張
す
る
に
は
、
彼
ら
が
立
脚
し
て
い
る
識
緯
思

想
そ
の
も
の
を
非
合
理
の
名
の
下
に
否
定
す
る
か
、
は
た
又
、
よ
り
説
得
性
の
あ
る
蓋
世
思
想
で
も
っ
て
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
だ
当
時
、
識
緯
思
想
と
い
う
形
で
も
っ
て
劉
氏
復
興
を
と
な
え
る
風
潮
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
劉
秀
に
集
約
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
光
武
帝
に
と
っ
て
後
者
の
道
、
つ
ま
り
図
識
の
信
奉
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
図
譜
で
も
っ
て
支
持
さ
れ

成
立
し
、
他
の
群
雄
に
優
位
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
劉
秀
光
武
石
に
お
い
て
、
自
己
の
経
済
的
基
盤
で
あ
っ
た
南
陽
豪
族
と
と
も
に
、
思
想

的
基
盤
と
し
て
の
識
緯
思
想
は
、
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
経
緯
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
図
識
を
非
と
す
る
碧
潭
の
立
場
は
、
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

況
を
わ
き
ま
え
ず
、
無
理
解
も
甚
し
い
。
　
「
聖
を
非
り
、
法
を
無
み
す
る
」
と
い
う
光
武
帝
の
激
怒
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
即
位
後
の
光
武
帝
の
図
識
へ
の
傾
斜
は
、
『
後
漢
書
』
の
各
所
に
散
見
し
、
又
先
に
挙
げ
た
『
昔
語
史
劉
記
』
、
『
秦
漢
書
方
士
与
儒
生
』
に

詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
行
論
の
必
要
上
、
特
に
注
目
す
べ
き
二
、
三
の
事
例
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
の
一
つ
は
、
即
位
後
の
任
官
、
と
り
わ
け
大
司
空
・
大
司
馬
な
ど
所
謂
三
公
の
任
官
に
際
し
て
、
や
は
り
緯
書
が
延
用
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
世
祖
位
に
つ
き
、
繊
文
を
以
て
平
猷
将
軍
孫
威
を
用
い
て
、
大
司
馬
を
行
な
わ
し
む
。
　
（
後
漢
書
・
景
丹
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

『
東
観
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
祭
文
は
、
　
「
孫
威
、
独
を
征
す
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
野
寄
令
王
梁
を
大
司
空
に
任
官
す
る
場
合
も
、

こ
と
が
ら
は
同
じ
い
。
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郡
位
す
る
に
及
び
、
議
し
て
大
司
空
を
選
ぶ
。
赤
伏
符
に
曰
く
「
王
事
、
衛
に
主
た
り
て
玄
武
と
作
る
」
と
。
帝
、
野
王
は
衛
の
徒
り
し
所
、
玄
武
は
水
神

　
の
名
、
司
空
は
水
土
の
官
な
る
を
以
て
、
是
に
於
い
て
擢
び
て
梁
を
拝
し
大
司
空
と
な
し
、
武
強
侯
に
封
ず
。
　
（
後
漢
書
・
王
梁
伝
）

こ
こ
で
利
用
さ
れ
て
い
る
図
識
、
　
『
赤
参
審
』
が
光
武
自
身
の
即
位
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
『
三
図
赤
伏
符
』
で
あ
る
こ
と
を
、

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
又
一
つ
は
、
光
武
晩
年
に
行
な
わ
れ
た
封
禅
で
あ
る
。
治
政
の
完
成
を
天
に
報
告
す
る
儀
式
で
あ
る
こ
の
封
禅
が
、
多
分
に
神
秘
的
、
呪
術

的
要
素
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
こ
に
図
識
が
介
在
し
て
く
る
。
ま
ず
封
禅
を
と
り
行
な
う
き
っ
か
け
と
し

て
、
建
武
三
十
二
年
（
中
元
元
年
）
正
月
、
泰
山
に
て
光
武
帝
は
夜
に
『
画
図
会
陰
符
』
を
読
ん
で
い
て
、
そ
こ
に
見
え
る
記
事
に
啓
発
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
に
は
見
え
、
ま
た
、
挙
行
に
際
し
て
梁
松
ら
臣
下
に
命
じ
、
蟻
蚕
・
洛
書

封
禅
の
挙
行
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

中
の
封
禅
に
つ
い
て
の
記
事
を
探
し
出
さ
せ
た
と
も
い
う
。
結
局
、
封
禅
の
儀
式
は
同
年
二
月
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
当
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
作
ら
せ
た
刻
石
文
の
中
に
は
、
儀
式
挙
行
の
根
拠
と
し
て
、
こ
こ
に
も
多
く
の
緯
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
河
図
瀬
伏
符
』
『
河

図
会
昌
盛
』
　
『
企
図
合
古
怪
』
　
『
河
図
提
夕
影
』
　
『
洛
書
頸
曜
度
』
　
『
孝
経
懸
命
決
』
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
先
の
任
用
に
関
し
て
利
用
さ
れ
た

『
河
図
赤
伏
符
』
と
と
も
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
中
元
元
年
十
二
月
、
そ
れ
は
光
武
帝
が
六
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
前
年
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
図
識
を
天
下
に
宣
布
す
る
。
図
識
を
国
教
の

地
位
に
ま
で
引
き
上
げ
た
の
で
あ
り
、
　
「
図
識
教
国
家
」
が
こ
こ
に
成
立
す
る
と
す
る
の
が
板
野
長
八
民
の
所
説
で
あ
る
。

　
以
後
、
明
帝
・
章
帝
と
続
く
後
漢
王
朝
に
お
い
て
識
緯
思
想
は
政
治
史
上
、
思
想
史
上
無
視
で
き
な
い
影
響
力
を
も
つ
に
至
る
。
明
帝
期
に

問
題
と
さ
れ
る
礼
楽
の
制
定
、
章
帝
期
の
白
虎
観
会
議
、
郵
玄
の
経
書
注
な
ど
、
そ
こ
に
は
識
緯
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
初
め
光
武
、
識
を
善
く
す
。
顕
宗
・
粛
宗
に
及
び
因
り
て
焉
を
祖
述
す
。
中
興
よ
り
後
、
儒
者
争
い
て
図
繊
を
学
ぶ
。
兼
ね
て
復
た
附
す
る
に
暴
言
を
以
て

　
す
。
　
（
後
漢
書
・
張
衡
伝
）

か
か
る
識
緯
思
想
の
盛
行
、
そ
れ
は
後
漢
一
代
を
通
じ
て
流
れ
つ
づ
け
た
も
の
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
、
光
武
期
か
ら
自
虎
観
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会
議
に
至
る
ま
で
に
識
緯
思
想
の
隆
盛
に
も
、
あ
る
曲
折
、
方
向
転
換
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
臼
を
、
明
帝
末
年
の
後
漢
政
治
史
に
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　
原
文
　
皇
天
上
帝
、
后
土
神
業
、
轡
顧
降
臨
、
属
熱
感
元
、
為
人
一
撮
、
秀
不

　
敢
当
。
渠
下
訳
辟
、
不
謀
同
辞
、
威
日
、
王
葬
簸
位
、
秀
発
憤
挙
兵
、
破
王
尋
、

　
王
邑
於
昆
陽
、
諌
王
郎
、
繋
馬
於
河
北
、
平
定
天
下
。
海
内
蒙
恩
、
鞘
当
天
地
之

　
心
、
下
為
元
元
所
帰
。
識
記
日
、
劉
秀
発
兵
捕
不
道
、
卯
金
修
徳
為
天
子
。
秀
猶

　
固
辞
。
至
干
再
、
至
予
三
。
難
下
倉
日
、
皇
天
大
命
、
不
可
稽
留
、
敢
不
敬
承
。

　
（
後
漢
書
・
光
武
帝
紀
）

②
　
平
秀
道
「
後
漢
光
武
帝
と
図
識
」
（
『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
七
九
一
九
六
五
）

③
　
原
文
　
図
里
言
公
孫
、
即
宣
帝
也
。
代
漁
者
当
塗
高
。
君
量
高
之
身
邪
。
乃
復

　
以
掌
文
為
端
、
王
里
国
足
墨
黒
。
君
撃
墜
賊
臣
乱
子
、
倉
卒
時
人
皆
欲
厳
君
事
耳
、

　
何
足
数
也
。
慰
日
月
已
逝
、
妻
子
弱
小
、
影
早
為
算
計
、
可
以
無
憂
。
天
下
神

　
器
、
不
可
力
争
。
帯
留
三
思
。
　
（
後
漢
書
・
公
孫
述
伝
）

④
　
『
華
陽
國
志
』
巻
五
　
世
祖
報
日
、
西
狩
獲
麟
識
日
、
乙
子
卯
金
、
即
未
歳
授

　
劉
氏
。
非
西
方
之
守
也
。
光
廃
聖
帝
、
立
子
公
孫
。
即
覆
差
金
昌
邑
王
、
立
孝
宜

　
帝
也
。
黄
帝
姓
公
孫
、
自
野
土
徳
、
君
所
知
也
。
漢
家
九
百
二
十
歳
、
以
蒙
孫
亡
、

　
受
以
丞
相
、
其
名
当
塗
高
。
高
量
罫
身
空
。
吾
自
爆
祖
而
興
、
不
称
受
命
。
求
漢

　
黒
熱
莫
過
王
葬
。
近
思
満
作
悪
難
、
囲
得
之
。
跳
腰
、
為
天
文
所
誤
。
恐
君
復
誤
也
。

⑤
安
居
香
山
「
図
識
の
形
成
と
そ
の
延
用
－
光
武
革
命
前
後
を
中
心
と
し
て

　
…
」
（
前
掲
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
）

⑥
『
後
漢
書
』
景
丹
伝
、
李
賢
注
東
観
記
載
識
文
語
、
孫
成
征
秋
。

第
二
章
　
楚
王
英
謀
反
事
件

⑦
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
三
十
二
年
正
月
、
上
斎
、
夜
鴬
河
図
会
会
符
、
日
赤
劉

　
之
九
、
会
懸
盤
宗
。
不
霧
鐘
用
、
何
益
於
承
。
誠
善
用
之
、
姦
偽
不
萌
。
感
此
文
、

　
乃
詔
松
等
復
案
索
河
洛
美
文
言
九
世
封
禅
事
者
。
辿
書
列
奏
、
乃
許
焉
。

⑧
　
問
右

⑨
『
続
漢
書
』
祭
瀧
志
二
月
、
上
至
当
高
、
遣
侍
御
史
写
象
台
令
史
、
将
工
先

　
上
山
刻
石
。
文
日
、
維
建
武
三
十
有
二
年
二
月
、
皇
帝
東
巡
狩
、
至
干
岱
宗
、
柴
、

　
望
秩
於
山
州
、
班
予
群
神
、
遂
鯉
東
口
。
従
臣
太
尉
慧
、
行
司
徒
事
特
進
高
密
侯

　
禺
等
。
薬
量
二
王
翼
壁
在
位
。
孔
子
之
後
鼻
成
侯
、
序
在
東
園
、
全
隊
十
二
、
威

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
来
助
祭
。
河
図
赤
伏
得
日
、
劉
鼻
聾
兵
捕
不
道
、
四
夷
雲
集
罷
闘
野
、
四
七
之
際

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り

　
火
藩
主
。
河
図
会
昌
符
臼
、
赤
帝
九
世
、
巡
省
得
中
、
治
平
則
封
、
誠
合
帝
道
孔

　
矩
、
劃
天
文
霊
出
、
地
祇
瑞
興
、
選
録
之
九
、
藩
命
品
評
、
誠
善
用
之
、
姦
偽
不

　
萌
。
赤
四
徳
興
、
見
世
会
昌
、
巡
岱
皆
当
。
天
地
扶
九
、
豪
経
之
常
。
漢
火
興
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
道
在
九
世
覇
王
。
田
干
泰
山
、
刻
石
巻
紀
、
禅
予
想
父
、
差
響
考
五
。
河
図
合
古

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
口
説
、
十
三
晶
出
、
九
名
盤
世
、
帝
行
徳
、
封
軍
政
。
河
図
嚢
劉
予
日
、
九
世
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
帝
、
方
明
醗
、
持
衡
拒
、
九
州
平
、
天
下
予
。
洛
書
頚
演
算
日
、
赤
三
徳
、
昌
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
世
、
会
需
要
、
合
飛
雨
、
陶
器
封
。
孝
経
尊
命
決
目
、
誰
誰
行
、
赤
劉
用
帝
、
三

　
建
孝
、
九
会
修
、
総
数
蜴
当
山
岱
青
。
愛
鳥
命
后
、
経
識
所
伝
。
…
…

⑩
　
『
後
漢
君
』
光
武
帝
紀
　
（
中
元
元
年
十
一
月
）
是
歳
、
初
頭
明
堂
、
雲
台
、
辟

　
雍
、
及
北
郊
兆
域
。
宣
布
図
識
於
天
下
。

光
武
帝
に
は
、
十
一
人
の
子
が
あ
っ
た
。
郭
皇
后
の
生
ん
だ
東
海
恭
王
彊
・
油
献
王
輔
・
済
南
安
脹
面
・
潅
陽
王
延
・
中
山
簡
王
焉
。
光
烈
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皇
后
の
生
ん
だ
明
転
・
東
平
憲
玉
笹
・
広
陵
思
王
命
・
臨
灘
王
公
衡
・
瑛
邪
孝
王
京
。
そ
し
て
許
美
人
を
母
と
す
る
車
回
英
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
臨
県
警
公
衡
は
天
折
し
、
又
東
海
恭
王
は
明
旦
が
即
位
し
て
閻
も
な
く
、
永
平
元
年
に
麗
じ
た
。
こ
の
中
で
も
晩
年
、
黄
老
思
想
を
好
み
、

浮
屠
の
斎
戒
や
祭
祀
を
行
な
っ
た
楚
々
英
は
、
仏
教
の
中
国
伝
来
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
て
き
た
入
物
で
あ
る
。
永
平
十
三
年
、
そ
の
彼
が
大

逆
不
道
と
い
う
告
発
を
う
け
、
丹
陽
脛
県
に
徒
さ
れ
、
そ
こ
で
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
勃
発
す
る
。
　
『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
伝
が
語
る
事

件
の
あ
ら
ま
し
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
永
平
）
十
三
年
、
男
子
燕
広
・
英
の
野
上
王
平
・
顔
忠
等
と
図
書
を
造
作
し
、
逆
謀
有
る
を
告
ぐ
。
事
下
り
て
案
験
す
。
有
司
奏
す
ら
く
「
英
、
姦
猜
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

　
招
噛
し
、
図
工
を
造
作
し
、
檀
　
に
相
い
官
秩
も
て
、
諸
侯
・
王
公
・
将
軍
・
二
千
石
を
置
く
。
大
逆
不
道
な
り
。
請
う
認
れ
を
愛
せ
ん
こ
と
を
」
。
帝
、

　
親
親
を
以
て
忍
び
ず
。
乃
ち
、
英
を
廃
し
、
丹
陽
穫
県
に
徒
し
、
湯
沐
邑
五
百
戸
を
賜
う
。
…
…
…
明
年
、
英
丹
陽
に
徒
り
、
自
殺
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

事
件
の
経
緯
は
、
　
『
後
漢
紀
』
　
『
続
漢
書
』
に
も
見
え
る
が
、
楚
王
英
が
顔
忠
・
王
平
ら
と
結
ん
で
図
書
を
捏
造
し
謀
反
を
企
て
た
と
い
う
こ

と
で
一
致
を
み
る
。
た
だ
こ
の
楚
射
光
謀
反
の
事
は
、
英
の
自
殺
と
い
う
こ
と
で
落
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
件
の
後
遺
症
が
後
々
ま
で
も

続
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
係
し
た
者
の
追
及
は
き
わ
め
て
厳
し
く
、
阿
附
中
傷
、
疑
心
暗
鬼
の
状
態
の
中
で
京
師
の
親
戚
、
諸
侯
、
州
郡

の
豪
族
、
果
て
は
事
件
を
調
査
し
た
官
吏
に
至
る
ま
で
、
死
罪
や
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
者
、
三
千
人
に
も
達
し
た
と
い
う
。

　
　
楚
獄
遂
に
累
年
に
至
り
、
其
の
辞
語
遅
い
連
な
る
。
京
師
の
親
戚
・
諸
侯
・
州
郡
の
豪
傑
よ
り
考
案
の
吏
に
及
ぶ
ま
で
、
阿
附
し
相
い
陥
れ
、
死
徒
に
坐
す

　
　
る
者
、
千
を
以
て
数
う
。
　
（
後
漢
書
・
武
十
子
伝
）

　
　
是
の
時
、
英
の
辞
の
連
及
し
繋
る
所
と
な
る
者
、
数
千
人
。
顕
宗
、
怒
る
こ
と
甚
し
。
吏
こ
れ
を
案
ず
る
こ
と
急
に
し
て
、
痛
に
迫
り
自
ら
誕
す
。
死
者
甚

　
　
だ
衆
し
。
　
（
後
漢
書
・
嚢
安
伝
）

ま
た
、
こ
う
い
つ
た
事
件
は
、
楚
王
英
だ
け
に
止
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
諸
王
の
う
ち
三
人
、
潅
陽
王
冠
、
済
南
安
王
康
・
広
陵
思
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

鋼
が
図
書
捏
造
が
も
と
で
告
発
を
う
け
罪
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
慧
眼
英
を
中
心
と
し
た
諸
王
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
策
晋
次
氏
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
　
「
諸
王
謀
反
は
、
光
武
帝
・
明
帝
の
法
治
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③

主
義
的
皇
帝
一
元
支
配
に
対
す
る
種
々
の
階
層
の
反
発
が
諸
王
を
通
じ
て
政
治
世
界
に
浮
上
し
た
も
の
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
外
戚

間
同
士
の
対
立
、
明
帝
の
功
臣
抑
制
政
策
な
ど
が
諸
王
の
謀
反
を
準
備
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
　
『
後

漢
書
』
が
語
る
諸
王
謀
反
事
件
は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
に
対
し
、
不
明
瞭
な
点
が
多
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
『
後
漢
書
』
は
、
各
所
で
楚

王
英
事
件
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
こ
か
ら
関
係
者
数
の
多
さ
が
想
像
で
き
、
　
「
死
毒
に
坐
す
る
者
、
千
を
以
て
数
う
」
と
い
う
記
載
も
、
あ
な

が
ち
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
事
件
が
か
く
も
大
規
模
で
あ
り
、
事
件
関
係
者
へ
の
追
及
が
き
び
し
さ
を

極
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
本
人
、
楚
王
英
に
対
す
る
明
帝
の
処
置
は
、
極
め
て
寛
容
で
あ
る
。

　
帝
、
親
親
を
以
て
忍
び
ず
。
乃
ち
、
英
を
廃
し
丹
陽
経
県
に
徒
す
。
　
（
前
出
）

そ
し
て
惰
況
は
、
潅
陽
王
・
済
南
安
王
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

　
顕
宗
、
延
の
罪
の
楚
王
英
よ
り
軽
き
を
以
て
、
故
に
特
に
恩
を
加
え
、
示
し
て
阜
帝
王
と
為
す
。
　
（
後
漢
書
・
光
武
十
王
伝
）

　
顕
宗
、
親
親
の
故
を
以
て
、
そ
の
事
を
窮
寛
す
る
に
忍
び
ず
。
　
（
同
右
）

当
事
者
に
は
恩
赦
を
施
し
、
そ
の
周
辺
に
対
し
て
は
厳
酷
を
極
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
身
内
の
者
に
対
す
る
ひ
い
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
そ

も
そ
も
、
光
武
の
諸
王
の
う
ち
、
明
帝
在
位
期
間
に
は
八
人
が
残
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
楚
王
英
を
含
め
て
そ
の
半
数
面
繋
が
、
ほ
ぼ
同

じ
時
期
に
、
同
じ
よ
う
な
告
発
を
う
け
罪
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
い
っ
た
い
ど
う
解
釈
す
れ
ぼ
よ
い
の
か
。
亡
帝
後
半
期
、

後
漢
の
政
治
体
制
が
一
応
の
完
成
を
み
、
盛
世
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
、
か
く
も
大
規
模
な
事
件
が
勃
発
し
た
背
景
は
、
や
は
り

釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
　
『
後
漢
書
』
は
諸
王
が
図
書
捏
造
が
も
と
で
告
発
さ
れ
た
と
述
べ
る
が
、
こ
の
図
書
捏
造
と
い
う
こ

と
は
、
す
で
に
光
武
帝
期
に
於
い
て
も
桓
輝
・
サ
敏
ら
に
よ
り
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
今
、
諸
の
巧
慧
・
小
才
・
総
数
の
人
、
図
書
を
増
益
し
、
叢
記
を
媛
称
し
、
以
て
貧
邪
を
門
訴
し
、
人
主
を
薩
誤
す
。
焉
そ
こ
れ
を
抑
還
せ
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。

　
　
（
後
漢
霞
・
桓
諦
伝
）
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（
窮
愁
）
奮
え
て
聞
く
「
識
書
は
聖
人
の
溢
す
所
に
あ
ら
ず
、
そ
の
中
に
近
臨
の
別
字
多
し
。
頗
る
世
俗
の
辞
に
類
し
、
恐
ら
く
は
後
生
を
疑
誤
せ
し
め

　
む
」
。
　
帝
、
射
れ
ず
。
敏
そ
の
掌
文
に
よ
り
て
之
れ
を
増
し
て
曰
く
。
　
「
霜
に
口
な
き
（
も
の
）
漢
の
輔
と
為
る
」
と
。
帝
、
見
て
痴
れ
を
怪
し
み
、
敏
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

　
召
し
て
其
の
故
を
問
う
。
敏
、
対
え
て
曰
く
、
　
「
臣
、
前
人
の
図
書
を
増
損
せ
し
を
見
、
敢
え
て
自
ら
量
ら
ず
、
矯
か
に
万
一
を
幸
う
」
と
。
帝
、
深
く
こ

　
　
　
せ

　
れ
を
非
め
、
寛
に
罪
せ
ら
れ
ず
と
錐
も
、
亦
た
こ
こ
を
以
て
沈
滞
す
。
　
（
後
漢
書
・
儒
林
伝
）

し
か
し
、
こ
の
時
に
は
、
光
武
帝
は
図
書
造
作
に
対
し
て
さ
ほ
ど
問
題
に
は
し
な
か
っ
た
。
実
際
に
図
書
造
作
を
や
っ
て
の
け
た
歩
敏
も
、
深

く
非
難
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
罪
に
は
聞
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
楚
勘
弁
事
件
に
あ
っ
て
は
、
明
帝
を
中
心
と
し
た
後
漢
王
朝
は
厳
罰

で
以
て
対
処
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
蘇
漢
。
彼
は
少
く
し
て
聖
業
を
伝
え
、
と
り
わ
け
災
異
・
識
緯
の
学
に
精
通
し
、
建
武
年
間
に

博
士
と
な
り
、
詔
を
受
け
図
識
を
校
定
し
た
入
物
で
あ
る
。
彼
の
下
に
は
、
一
時
、
数
百
人
に
も
の
ぼ
る
門
下
生
が
い
た
が
、
楚
画
聖
事
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

巻
き
込
ま
れ
、
獄
中
に
死
亡
す
る
と
誰
も
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
ひ
と
り
廉
苑
だ
け
が
薩
漢
の
遺
体
を
収
容
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
知
っ
允
明
帝
の
怒
り
は
、
誠
に
は
げ
し
い
。

　
羅
漢
、
楚
王
と
と
も
に
謀
り
、
天
下
を
交
乱
す
。
一
儀
、
府
会
な
る
も
朝
廷
と
心
を
同
じ
く
せ
ず
、
か
え
っ
て
罪
人
を
収
画
す
。
何
ぞ
や
。
　
（
後
漢
書
・
廉

　
萢
伝
）

図
書
が
捏
造
さ
れ
、
衆
人
を
惑
す
と
い
う
理
由
で
図
書
批
判
を
し
た
桓
諏
・
サ
敏
ら
は
、
そ
の
批
判
の
故
に
光
武
帝
の
激
怒
を
か
い
、
一
方
、

図
識
を
学
び
博
士
と
な
っ
た
醜
漢
は
、
図
書
に
関
与
し
た
が
為
に
死
後
も
、
黙
劇
に
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
楚
王
英
事
件
を
は
さ
ん
で
、
後

漢
王
朝
の
図
書
造
作
に
対
す
る
処
置
の
こ
の
相
違
に
こ
そ
、
諸
王
謀
反
事
件
が
か
く
も
大
規
模
に
な
っ
た
そ
の
理
由
を
解
明
す
る
鍵
が
密
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
光
武
帝
の
即
位
に
は
じ
ま
る
後
漢
王
朝
が
、
思
想
的
存
立
基
盤
を
総
勢
思
想
に
求
め
、
又
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
章
で
明
ら

か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
識
緯
政
策
は
続
く
明
帝
に
も
受
け
継
が
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
図
識
と
い
う
も
の
は
、
桓
諦
ら
の
指

摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
性
格
と
し
て
拡
大
解
釈
が
自
由
で
あ
り
、
増
損
を
可
能
に
す
る
。
公
孫
述
は
、
　
「
妄
り
に
識
記
を
引
い
て
」
自
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己
の
正
統
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
り
、
他
な
ら
ぬ
後
漢
王
朝
も
、
図
識
を
十
二
分
に
利
用
し
、
自
ら
の
図
識
革
命
を
遂
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

が
し
か
し
、
か
か
る
性
格
を
も
つ
図
識
は
、
王
朝
に
と
っ
て
諸
刃
の
剣
で
も
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
意
識
が
増
損
し
や
す
い
も
の
で

あ
る
以
上
、
そ
し
て
増
損
さ
れ
た
図
識
が
世
論
の
支
持
を
う
け
た
場
合
、
そ
れ
は
、
い
つ
何
時
、
思
懸
王
朝
打
倒
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
す

る
か
わ
か
ら
な
い
。
光
武
帝
・
明
帝
と
引
き
つ
が
れ
て
き
た
後
漢
王
朝
の
図
鑑
政
策
は
、
王
朝
自
ら
の
手
で
収
束
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
以
上
の
野
壷
革
命
の
進
行
に
歯
止
め
を
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
収
束
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
楚
王
英
、
及
び

他
の
諸
王
の
謀
反
事
件
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
楚
王
英
に
代
表
さ
れ
る
諸
王
謀
反
事
件
が
、
果
し
て
明
帝
ら
を
中
心
と
し
て
、
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
、
冤
罪
で
あ
っ
た
か
否
か
、
も
は

や
そ
れ
を
解
明
す
る
手
が
か
り
は
な
い
。
し
か
し
事
件
が
後
漢
王
朝
の
論
叢
政
策
の
収
束
に
そ
の
場
を
提
供
し
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
か
ろ

う
。
の
み
な
ら
ず
、
識
緯
思
想
の
流
れ
に
も
、
そ
れ
は
少
な
か
ら
ず
変
化
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
楚
王
英
事
件
後
の
識
緯
思
想
の

援
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
為
に
は
、
ま
ず
、
識
緯
思
想
自
体
の
分
析
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
『
後
漢
紀
』
巻
帯
　
男
子
燕
広
岱
英
慰
顔
忠
、
王
平
等
造
園
書
謀
反
。
有
司
奏
、

　
英
大
逆
不
道
、
講
訣
。
上
以
至
親
不
忍
、
徒
丹
陽
樫
県
、
湯
沐
邑
五
百
戸
。

　
　
『
続
漢
書
』
天
文
志
　
　
（
永
平
十
三
年
）
其
十
二
月
、
楚
丁
掛
華
車
忠
等
造
作

　
妖
謀
反
、
事
覚
、
英
自
殺
、
忠
等
皆
伏
誹
。

②
『
後
漢
書
』
光
武
十
王
伝

　
　
〔
潅
陽
王
延
〕
　
永
平
中
、
有
上
書
告
延
与
姫
兄
謝
豊
野
妹
娘
陶
器
婿
鮒
馬
都

　
尉
韓
光
招
姦
猜
、
作
図
識
、
綱
運
脚
誼
。
塗
下
案
験
、
光
被
殺
、
辞
所
連
及
、
死

　
徒
者
甚
衆
。
有
司
奏
請
謙
延
、
顕
宗
以
甲
唄
簿
於
三
王
英
、
故
特
加
恩
、
從
為
阜

　
陸
…
王
、
食
二
累
。

　
　
〔
済
南
安
王
康
〕
　
康
在
国
不
循
法
度
、
交
通
賓
客
。
其
後
、
人
上
書
告
康
招

　
来
州
郡
姦
乱
塾
陽
顔
忠
、
劉
子
産
等
、
又
多
目
其
差
潮
、
案
図
書
、
謀
議
不
軌
。

　
事
下
考
、
有
司
挙
奏
之
、
顕
宗
以
親
親
故
、
不
忍
黙
思
其
畜
。

　
　
〔
広
陵
国
王
荊
〕
　
其
後
使
竃
祭
置
賜
謁
、
有
司
古
楽
、
請
謙
之
、
割
自
殺
、

　
立
二
十
九
年
死
。

③
東
晋
次
「
後
漢
初
に
お
け
る
皇
帝
支
配
と
外
戚
・
諸
王
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋

　
史
研
究
報
告
』
3
　
一
九
七
五
）

④
　
『
後
漢
書
』
儒
林
債
　
蒔
漢
字
公
子
、
潅
陽
人
士
。
世
習
韓
詩
、
父
子
以
章
句

　
著
名
。
鮮
少
伝
父
業
、
尤
善
説
災
異
七
草
、
教
授
常
数
酉
人
。
建
武
初
、
為
博
士
、

受
詔
校
定
図
識
。
…
…
後
坐
難
事
義
塾
連
、
下
獄
死
。

⑤
　
な
お
西
嶋
定
生
氏
も
、
　
『
中
国
の
歴
史
』
2
、
　
「
秦
漢
帝
国
」
　
（
講
談
社
　
一

　
九
七
四
）
で
こ
の
楚
王
英
菓
件
を
と
り
掲
げ
、
識
緯
思
想
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら

　
れ
て
い
る
。
た
だ
氏
の
解
釈
は
「
図
識
の
尊
重
が
、
　
一
方
で
楚
王
英
の
疑
獄
纂
件

　
を
引
き
お
こ
し
、
他
方
で
白
虎
観
会
議
に
お
い
て
経
義
を
説
く
の
に
緯
書
の
説
が

　
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
な
っ
た
」
　
（
四
三
｝
頁
）
と
い
う
こ
と
に
止
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ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
識
緯
学
の
展
開
と
白
虎
観
会
議

　
私
は
本
稿
に
於
い
て
、
識
緯
を
表
わ
す
に
「
図
識
」
と
も
い
い
、
又
「
緯
書
」
　
「
図
書
」
な
ど
と
も
述
べ
、
表
記
は
必
ず
し
も
一
定
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
例
を
と
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
　
『
後
漢
書
』
自
体
の
表
記
も
統
一
が
と
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
た
だ
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
内
容
面
、
成
立
の
過
程
な
ど
か
ら
み
て
、
　
「
識
」
と
「
緯
」
と
は
区
区
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に

『
階
書
』
経
籍
志
に
は

　
孔
子
既
に
六
経
を
叙
し
、
以
て
天
人
之
道
を
明
ら
か
に
す
。
後
世
そ
の
意
を
稽
同
ず
る
能
わ
ざ
る
を
知
り
、
故
に
緯
及
び
繊
を
立
て
、
以
て
来
世
に
遣
す
。

　
其
の
書
は
、
前
漢
よ
り
出
で
、
河
図
九
篇
、
洛
書
六
篇
有
り
。
黄
帝
よ
り
周
文
正
に
至
り
て
黒
く
る
駈
の
本
文
と
云
う
。
又
別
に
三
十
篇
有
り
、
初
め
起
り

　
　
て
よ
り
孔
子
に
至
る
ま
で
、
九
聖
の
増
演
ず
る
所
、
r
以
て
典
の
意
を
広
む
と
云
う
。
又
七
経
緯
三
十
六
篇
あ
り
、
並
び
に
孔
子
の
呈
す
所
と
云
う
。
前
と
合

　
　
し
て
八
十
一
篇
と
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
あ
り
、
　
「
緯
」
と
「
識
」
は
区
溺
が
な
さ
れ
て
い
る
。
安
居
香
山
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
緯
書
は
天
文
占
的
識
の
如
き
未
来
予
言
書
、
及
び

歴
史
事
象
と
直
接
か
か
わ
り
合
い
が
あ
る
も
の
の
「
識
」
と
、
「
経
書
」
に
対
す
る
「
緯
書
」
、
釈
義
釈
経
的
な
「
緯
」
に
区
分
で
き
る
と
い
う
。

そ
の
う
ち
、
　
「
識
」
は
「
河
図
」
・
「
洛
書
」
の
名
を
借
り
た
も
の
が
多
く
、
前
漢
初
期
、
侯
尊
家
・
方
士
な
ど
が
形
成
、
伝
達
し
た
も
の
で
あ

り
、
一
方
「
緯
」
は
、
　
「
春
秋
」
　
「
詩
」
な
ど
の
経
書
名
を
も
つ
所
謂
「
七
経
緯
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
前
漢
中
半
期
か
ら
後
漢
期
に
か
け

て
、
公
羊
学
に
代
表
さ
れ
る
斉
学
系
の
学
者
、
つ
ま
り
今
文
学
家
が
立
説
形
成
に
深
く
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
「
識
」
と
「
緯
」
の
区
捌
、
　
「
河
図
」
　
「
洛
書
」
と
「
七
経
緯
」
の
相
違
は
、
　
『
後
漢
書
』
中
に
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
方
術
伝
の
奨
英
の
条
に
は

　
　
（
奨
英
）
又
、
風
角
・
星
算
・
河
洛
・
七
緯
を
善
く
す
。

74　（916）



白虎観会議前夜（冨谷）

と
、
　
「
河
洛
七
緯
」
な
る
並
記
区
分
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
順
帝
期
、
識
緯
思
想
を
非
難
し
た
張
衡
の
上
奏
文
に
は
、

　
言
を
前
に
立
て
、
徴
を
後
に
有
す
。
故
に
智
者
こ
れ
を
貴
ぶ
。
之
れ
を
識
書
と
謂
う
。
　
（
後
漢
書
・
張
衡
伝
）

と
あ
り
、
ま
た
桓
課
『
新
論
』
啓
語
篇
に
は
、

　
識
は
右
図
洛
書
よ
り
出
ず
。
但
だ
兆
妖
あ
る
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
後
人
妄
り
に
ま
た
加
増
、
依
託
し
、
古
れ
孔
丘
な
り
と
称
す
。
誤
の
甚
し
き
な
り
。

と
の
非
難
が
み
え
る
。
張
衡
、
桓
課
の
言
に
み
え
る
「
識
」
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
識
」
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
　
「
意
図
」
㍉
洛
書
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

類
が
未
来
予
言
の
書
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
よ
り
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
安
居
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
未
来
予
言
的

要
素
の
濃
い
「
亡
霊
」
　
「
洛
書
」
と
釈
義
釈
経
的
な
「
七
経
緯
」
に
つ
い
て
、
両
者
の
名
称
の
相
違
が
、
そ
の
ま
ま
完
全
に
内
容
に
お
け
る
区

別
で
も
あ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
言
い
そ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
河
洛
書
」
と
「
七
経
緯
」
の
間
に
は
、

同
名
の
も
の
が
若
干
あ
り
、
又
内
容
の
面
で
も
類
似
性
が
み
ら
れ
る
。
　
「
識
」
と
「
緯
」
、
　
「
河
図
」
「
洛
書
」
と
「
七
経
緯
」
は
あ
く
ま
で
名

称
上
の
区
別
で
あ
り
、
内
容
面
で
の
区
別
は
、
名
称
と
は
別
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
相
違
に
留
意
し
て
、
光
武
初
年
か
ら
の
識
緯
学
の
流
れ
を
い
ま
い
ち
ど
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
以
後
本
稿
で
使
用

す
る
「
識
」
　
「
緯
」
な
る
用
語
は
、
引
用
史
料
中
に
見
え
る
も
の
を
除
い
て
、
狭
義
の
意
味
で
使
用
し
て
い
き
た
い
。

　
光
武
即
位
か
ら
封
禅
に
か
け
て
、
数
女
の
図
書
が
援
用
さ
れ
、
そ
こ
に
見
え
る
も
の
が
『
河
図
赤
伏
符
』
『
河
図
録
運
法
』
『
河
軸
重
地
象
』

『
孝
経
援
神
経
』
『
河
図
会
昌
符
』
『
河
図
合
古
墨
』
『
河
図
提
劉
予
』
『
洛
書
甑
曜
度
』
『
孝
経
鉤
命
掛
』
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘

し
て
お
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
冠
し
て
利
用
さ
れ
た
図
書
は
、
識
・
緯
の
区
分
を
考
え
た
い
ま
、
所
謂
裏
書
が
主
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
も
業
事
に
か
か
わ
り
合
う
未
来
予
言
的
な
も
の
が
多
い
。

　
光
武
帝
期
に
あ
っ
て
、
援
用
さ
れ
る
図
書
は
か
く
、
画
図
・
洛
書
の
識
類
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
　
『
後
漢
書
』
を
通
し
て
み
た
場
合
、
時
代

を
降
る
に
つ
れ
七
経
緯
が
、
河
洛
書
よ
り
も
目
に
つ
い
て
く
る
。
順
帝
期
、
張
衡
は
図
書
の
具
体
名
を
挙
げ
非
難
す
る
が
、
そ
の
時
に
や
り
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
あ
が
っ
た
の
は
、
緯
類
の
書
、
　
『
春
秋
識
』
　
『
詩
緯
』
　
『
春
秋
宮
西
包
』
で
あ
り
河
洛
書
は
、
問
題
に
も
さ
れ
て
い
な
い
。
光
武
初
期
に
か
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く
ま
で
重
用
さ
れ
た
河
図
・
洛
書
は
『
後
漢
書
』
中
、
明
帝
期
以
降
ほ
と
ん
ど
表
面
に
は
で
て
こ
な
い
。
少
く
と
も
、
具
体
名
を
挙
げ
て
、
ほ

と
ん
ど
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
章
魚
建
初
四
年
、
諸
儒
を
白
虎
観
に
集
め
、
五
経
の
同
異
を
議
論
さ
せ
た
白
虎
観
会
議
に
於
い
て
、
多
く
の
図
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
折
り
に
ふ
れ
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
『
白
虎
通
』
本
文
に
名
を
挙
げ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
図
書
と
、
そ
の
引
用
の

さ
れ
方
を
以
下
に
列
記
し
よ
う
。

ω
　
天
子
者
爵
二
極
。

　
称
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

爵
所
以
称
天
子
何
、
王
者
父
天
母
地
、
為
様
之
子
也
、
故
主
神
契
田
、
天
瀬
地
主
、
謂
之
天
子
、
上
法
二
極
、
鉤
命
釜
日
、

天
子
爵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

②
爵
有
五
等
以
法
五
行
也
。
或
三
等
者
法
三
光
也
。
或
法
五
行
何
、
…
…
含
文
嘉
日
、
股
爵
三
等
、
周
爵
五
等
、
単
為
宜
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

㈲
　
父
在
称
世
子
何
。
繋
干
君
也
。
…
…
父
残
称
子
軍
楽
、
屈
干
中
枢
也
。
…
…
中
侯
日
廃
掘
立
発
、
為
太
子
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

ω
　
帝
王
者
何
、
輩
出
。
…
…
号
言
為
帝
何
、
帝
者
諦
也
、
象
可
象
也
。
王
者
往
也
、
天
下
駈
帰
往
也
。
鉤
命
決
日
三
皇
歩
、
五
皇
趨
、
三
王
馳
、
五
伯
驚
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑤
　
歳
再
祭
之
何
、
春
求
秋
報
国
義
也
。
七
月
令
、
仲
春
之
月
、
命
民
社
、
仲
秋
之
月
、
択
元
日
命
民
社
。
援
軍
累
日
仲
春
祈
穀
、
仲
秋
獲
千
、
報
社
祭
穫
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑥
　
冬
至
駈
以
休
兵
不
鯛
箏
、
閉
関
商
旅
不
行
、
何
。
此
日
陽
気
微
弱
、
王
者
承
天
濯
物
。
…
…
故
孝
経
識
日
夏
至
陰
気
始
動
、
冬
至
陽
気
重
量
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑦
　
諸
侯
之
臣
諄
、
臣
従
楽
照
何
。
以
屈
尊
申
卑
孤
蚕
齢
也
。
…
…
援
神
契
日
三
王
手
放
、
復
三
年
輩
倦
也
。
所
以
言
放
者
、
颪
為
君
臣
、
憾
言
有
罪
放
之

　
也
、
駈
諫
事
已
行
者
、
遂
去
不
留
、
凡
待
益
者
、
翼
君
用
其
言
耳
（
鄭
出
行
、
災
奢
将
至
、
無
為
留
之
。

　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑧
　
含
文
嘉
臼
、
天
子
射
熊
、
諸
侯
射
藻
、
大
夫
射
虎
豹
、
黙
思
群
星
。
天
子
所
以
射
能
何
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑨
　
古
者
所
以
年
十
五
入
太
学
何
、
…
…
論
語
識
日
五
帝
立
師
、
三
王
制
之
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
天
所
以
有
可
変
何
、
所
以
差
土
人
君
、
覚
悟
摂
行
、
欲
令
悔
過
信
徳
深
思
慮
也
。
援
神
契
日
常
有
点
欠
気
逆
子
天
情
、
感
煙
出
以
尊
人
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ

⑪
　
災
異
何
謂
也
、
春
秋
潜
繋
留
日
華
之
言
傷
也
、
階
事
理
諜
、
異
之
雷
怪
也
、
先
発
感
動
也
。
…
…
楽
稽
耀
嘉
日
軍
将
受
継
、
天
意
大
変
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

鰺
　
王
者
受
命
、
以
改
朔
何
、
明
易
姓
示
不
相
襲
也
。
春
秋
饗
応
伝
日
敬
受
瑞
応
而
王
改
正
朔
易
世
理
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

㈱
　
三
綱
者
何
謂
也
、
調
君
臣
父
子
夫
婦
也
。
…
…
故
単
文
嘉
日
君
為
臣
綱
、
父
為
子
綱
、
夫
為
手
綱
、
又
田
昆
弟
尊
親
、
師
長
有
尊
、
朋
反
有
旧
。
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白虎観会議前夜（冨谷）

　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑭
　
楽
稽
耀
嘉
罠
、
顔
回
尚
三
教
、
変
虞
夏
如
何
、
臼
導
者
追
補
敗
政
、
摩
弊
灘
濁
、
謂
之
治
、
舜
之
承
莞
、
無
為
易
也
。

⑮
　
性
欝
川
以
五
、
隔
情
…
所
日
以
論
ハ
何
、
　
：
・
：
・

　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
　
楽
動
声
儀
日
、
官
有
六
府
、
人
有
五
蔵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑯
　
五
蔵
者
何
、
謂
肝
心
肺
腎
脾
也
。
…
…
軍
体
命
苞
日
、
目
者
肝
之
使
、
肝
者
木
之
精
、
蒼
龍
之
位
也
。
三
者
肺
腰
使
、
肺
者
金
之
精
、
制
捌
立
断
、
耳

　
者
心
之
侯
、
心
者
火
不
精
、
上
平
張
星
、
陰
者
腎
之
写
、
腎
軍
水
之
精
、
上
為
虚
危
、
口
者
脾
之
門
戸
、
脾
者
土
之
精
、
上
為
北
斗
、
主
変
化
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑰
　
始
起
先
月
太
初
、
然
後
有
太
始
、
形
兆
既
成
、
冬
日
太
素
、
…
…
故
乾
町
度
三
太
初
老
気
之
始
也
、
太
始
者
形
之
始
也
、
太
素
者
質
之
始
也
、
陽
唱
陰

　
和
、
男
行
女
随
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ

⑱
　
天
左
施
、
貝
月
五
星
右
行
何
、
…
…
含
文
嘉
日
計
日
月
線
量
、
貴
徳
放
日
月
菓
行
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

⑲
　
日
之
為
言
実
也
、
常
満
有
節
、
…
…
援
神
契
ほ
日
月
三
目
禰
成
蝿
、
三
月
而
成
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

鱒
　
月
有
閣
余
何
、
…
…
故
識
日
閨
者
陽
之
余
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

㈱
　
母
樹
者
、
可
以
為
識
。
…
…
含
文
嘉
日
天
子
墳
高
三
悔
、
法
華
松
、
諸
候
半
之
、
樹
以
柏
、
大
夫
八
尺
、
合
馬
簗
、
士
四
尺
、
樹
以
椀
、
庶
人
無
墳
、

　
樹
以
楊
柳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

㈱
　
王
者
所
以
祭
天
何
、
…
…
故
易
乾
盤
度
云
三
王
之
郊
、
一
用
夏
正
也
。

若
干
の
疎
漏
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
見
え
る
図
書
は
、
例
⑳
を
除
き
、
緯
書
・
七
経
緯
、
　
『
孝
経
援
神
契
』
『
愛
翫
鉤
命
決
』
『
礼

含
文
嘉
』
『
尚
書
中
侯
』
『
孝
経
識
』
『
論
語
識
』
『
春
秋
潜
潭
巴
』
『
楽
椿
雪
隠
』
『
春
秋
瑞
応
伝
』
『
楽
書
声
儀
』
『
春
秋
元
中
苞
』
『
白
乾
難
度
』

等
友
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
経
文
に
対
す
る
釈
義
釈
経
的
な
も
の
が
多
い
。
そ
も
そ
も
、
五
経
の
異
同
を
是
正
す
る
為
に
設
け
ら
れ

た
の
が
白
虎
観
会
議
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
図
書
の
内
容
も
釈
義
釈
経
的
な
も
の
に
か
た
よ
る
の
は
当
然
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
じ
図
書
で
あ
る
河
図
・
洛
書
の
類
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
に
は
、
少
し
く
疑
問
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
光
武
帝
期
、
天
下
に
宣
布

し
た
図
説
に
は
、
緯
書
・
識
書
が
と
も
に
含
ま
れ
、
河
図
・
洛
書
と
七
経
緯
は
同
じ
扱
い
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
白
虎
観

会
議
に
見
ら
れ
る
、
図
書
で
五
経
の
異
説
を
正
す
こ
と
は
、
す
で
に
明
帝
の
初
年
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
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永
平
元
年
、
　
（
焚
憾
）
長
水
校
尉
を
拝
す
。
公
卿
と
郊
祠
、
礼
儀
を
雑
閉
し
、
識
記
を
以
て
五
経
の
異
説
を
正
す
。
　
（
後
漢
書
・
奨
憾
伝
）

『
後
漢
書
集
解
』
霊
迎
の
蘇
輿
説
に
よ
れ
ば
、
経
と
緯
の
混
合
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
永
平
元
年
の
こ
の
五
経
校
定

が
、
藩
医
年
中
元
元
年
の
「
図
識
を
天
下
に
宣
布
」
し
た
延
長
線
上
に
あ
る
行
為
と
み
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
「
国
記
」
は
光
武
中
期
に
援
用
さ

れ
た
図
書
、
つ
ま
り
河
図
・
洛
書
及
び
七
経
緯
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
以
上
の
点
を
と
っ
て
み
て
も
、
　
『
白
虎
通
』
が
引
く
図
書
に
、
河
洛
書

が
皆
無
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
問
が
残
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
光
武
期
に
あ
っ
て
は
同
等
で
あ
っ
た
識
と
緯
、
玉
筆
・
洛
書
と
七
経
緯
が
、
白
虎
会
議
あ
た
り
か
ら
識
よ
り
も
緯
に
よ
り
比
重

が
か
か
り
、
図
書
と
い
え
ば
七
経
緯
が
中
心
的
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
原
因
は
、
何
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、

第
二
章
で
と
り
上
げ
た
明
帝
末
年
の
諸
王
謀
反
事
件
が
、
こ
の
識
・
緯
の
バ
ラ
ン
ス
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
と
、
考
え
た
い
。

　
罪
質
英
に
代
表
さ
れ
る
諸
王
謀
反
事
件
は
、
後
漢
王
朝
が
そ
の
図
識
政
策
を
収
束
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
、
前
章
で
す
で
に
述
べ

た
。
朱
来
予
言
的
な
下
図
・
洛
書
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
光
武
帝
の
図
識
革
命
は
、
一
応
こ
の
時
点
で
そ
の
進
行
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
識
緯
思
想
に
も
そ
の
自
由
な
活
動
に
た
が
が
は
め
ら
れ
た
。
諸
王
謀
反
事
件
と
い
う
洗
礼
を
う
け
た
後
に
あ
っ
て
、

も
は
や
そ
れ
以
前
の
平
衝
・
洛
書
と
い
っ
た
神
秘
的
、
未
来
予
言
的
な
要
素
の
濃
い
識
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
、
そ
し
て
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

識
緯
思
想
自
身
、
そ
の
変
改
を
せ
ま
ら
れ
、
経
書
名
を
頭
に
い
だ
く
緯
へ
と
、
援
用
の
面
で
、
比
重
が
移
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

異
質
思
想
を
援
用
す
る
者
は
、
実
質
的
内
容
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
形
式
的
に
は
七
経
緯
の
名
を
も
つ
緯
書
を
利
用
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
図
書
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
緯
書
は
経
書
名
を
冠
し
、
経
書
の
権
威
の
下
に
あ
っ
た
の
で
。
ま
た
、
河
戸

・
洛
書
が
多
分
に
革
命
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
の
に
比
し
、
緯
書
は
、
内
容
は
さ
て
お
き
名
称
上
、
解
釈
を
旨
と
す
る
釈
経
書
で
あ
っ

た
が
為
に
。

　
諸
王
謀
反
事
件
を
経
た
後
、
図
書
は
緯
書
が
主
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
白
虎
観
会
議
に
お
い
て
、
識
緯
思
想
は
緯
を
中
心
と
し
て
自

己
の
立
場
を
再
め
て
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
端
的
な
例
が
『
白
虎
通
』
に
み
え
る
緯
書
引
用
で
あ
っ
た
。
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白虎観会議前夜（冨谷）

　
七
経
緯
以
外
の
図
書
が
、
以
後
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
　
『
後
漢
書
』
等
の
史
料
は
、
そ
れ
を
語
る
に
雄
弁
で
は
な
い
。
た
だ
少

し
時
代
は
下
る
が
次
に
掲
げ
る
記
事
は
注
園
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
霊
帝
か
ら
献
帝
に
か
け
て
、
関
東
の
兵
が
反
乱
を
お
こ
し
、
難
を
避
け
ん
と
す
る
董
卓
は
遷
都
を
提
案
す
る
。

　
r
高
祖
、
関
中
に
都
し
て
亀
有
一
世
、
光
武
、
洛
陽
に
興
し
て
今
に
於
け
る
ま
で
、
亦
た
十
世
な
り
。
石
包
（
室
）
繊
を
案
ず
る
に
、
宜
し
く
都
を
長
安
に
徒

　
　
し
以
て
天
人
の
意
に
応
ず
べ
し
と
あ
り
。
　
（
後
漢
書
・
楊
震
伝
）

こ
の
輩
卓
の
提
案
に
対
し
、
楊
彪
は
反
対
意
見
を
出
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
石
包
室
　
識
は
、
妖
邪
の
書
、
量
に
信
じ
用
い
る
可
け
ん
や
。
　
（
後
漢
書
・
楊
震
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

楊
彪
は
本
貫
の
子
で
あ
り
、
ま
た
楊
震
か
ら
つ
づ
く
楊
疵
一
族
の
未
畜
で
あ
る
。
　
『
後
漢
書
』
楊
彪
伝
の
冒
頭
に
は
「
彪
、
字
は
文
先
、
少
く

し
て
家
学
を
伝
え
る
」
と
あ
り
、
こ
の
家
学
と
は
論
叢
か
ら
は
じ
ま
る
耳
食
一
族
の
学
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
父
賜
の
学
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
『
後
漢
書
』
楊
賜
伝
に
は
、
賜
の
上
奏
文
が
多
く
み
え
、
そ
こ
に
は
経
書
と
と
も
に
緯
書
が
少
な
か
ら
ず
引
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
楊
賜

に
あ
っ
て
は
識
早
梅
も
彼
の
学
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
子
彪
が
学
ん
だ
も
の
の
う
ち
に
緯
書

が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
緯
書
を
肯
定
す
べ
き
立
場
の
楊
彪
に
あ
っ
て
、
　
『
石
包
丁
識
』
は
否
定
さ
る
べ
き
図
書
で

あ
っ
た
。
当
時
に
あ
っ
て
、
図
書
の
区
分
は
厳
然
と
し
て
あ
り
、
七
経
緯
以
外
の
図
書
は
、
　
「
訣
書
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

以
上
、
本
章
で
は
、
明
帝
末
年
の
諸
王
謀
反
事
件
を
契
機
と
し
て
、
識
緯
思
想
の
中
で
、
識
か
ら
緯
へ
そ
の
援
用
の
比
重
が
傾
い
て
き
た
こ

と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
識
緯
思
想
が
七
経
緯
の
名
の
下
に
改
め
て
集
積
し
、
新
た
な
姿
を
示
し
た
の
が
、
白
虎
観
会
議
で
あ
っ
た
。

①
　
安
居
香
山
「
緯
書
思
想
研
究
上
の
諸
問
題
」
（
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』
　
前
掲
）

　
同
氏
『
緯
霧
｛
の
成
立
と
そ
の
展
開
職
　
（
前
掲
）

　
　
こ
の
他
に
識
緯
思
想
の
起
源
に
つ
い
て
の
論
著
は
、
狩
野
熊
鷹
『
両
点
学
術
考
』

　
（
筑
摩
書
房
　
　
一
九
六
陽
）
、
杉
本
忠
「
識
緯
説
の
起
源
及
び
発
達
8
、
⇔
」
（
『
史

　
学
1
3
－
2
、
4
　
一
九
三
四
）
な
ど
が
あ
る
。

②
　
安
居
氏
前
掲
書

③
　
『
後
漢
書
』
竹
群
債
（
張
〉
衡
以
図
緯
虚
妄
、
非
聖
人
書
法
、
二
上
疏
曝
、
臣

　
聞
聖
人
明
鑑
律
歴
以
面
懸
凶
、
重
之
以
ト
簿
、
雑
書
十
九
宮
、
経
天
験
道
、
本
尽
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於
此
。
（
中
略
）
尚
書
発
使
託
言
洪
水
、
九
輪
無
用
不
成
、
総
則
麺
死
、
禺
乃
嗣

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

興
。
而
春
秋
識
云
、
共
工
理
水
。
凡
識
皆
云
黄
帯
伐
巌
尤
、
而
詩
興
独
以
為
量
尤

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
敗
、
然
後
配
受
命
。
春
秋
元
命
包
中
有
公
輪
班
裸
身
羅
、
蘇
聖
戦
濁
、
非
春
秋
時

　
也
。
又
識
別
有
益
州
。
満
州
之
置
、
在
於
漢
世
。
其
名
三
輔
諸
陵
、
世
数
可
知
。

　
事
事
図
心
詑
鞍
手
帝
。
一
巻
之
書
、
互
異
数
事
、
壁
人
之
言
、
凱
無
連
判
、
殆
必

虚
偽
之
徒
、
以
要
世
取
資
。
往
者
侍
中
費
蓬
摘
識
互
異
三
十
余
事
、
諸
言
識
者
皆

　
不
能
説
。
至
於
王
葬
籔
位
、
追
録
大
禍
、
八
十
篇
何
為
不
戒
。
則
知
図
識
成
於
哀

　
平
之
際
也
。
且
河
洛
、
六
戴
、
篇
録
巳
定
、
後
人
皮
引
、
無
所
熱
型
。

④
　
こ
こ
で
若
干
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
光
武
初
年
、
光
武
帝
即
位
に
際
し

　
て
利
用
さ
れ
た
図
書
の
う
ち
、
七
経
緯
に
含
ま
れ
る
孝
経
緯
の
み
が
河
盗
幾
と
同

　
等
に
扱
わ
れ
、
援
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
告
川
忠
夫
「
六
朝
時
代

　
に
お
け
る
『
孝
選
曲
の
受
容
」
（
『
古
代
文
化
』
1
9
－
4
　
「
九
六
七
）
、
「
六
朝
時

　
代
に
お
け
る
『
孝
経
』
の
受
容
・
再
説
」
（
『
古
代
文
化
』
2
7
－
7
　
一
九
七
五
）

　
に
よ
れ
ば
、
　
『
孝
経
』
は
、
六
朝
時
代
に
於
い
て
は
、
　
一
種
ぬ
爪
教
的
腕
術
力
を
賦

　
与
さ
れ
た
経
典
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吉
川
氏
は
、
道
教

　
・
仏
教
と
の
関
連
に
於
い
て
、
　
『
孝
経
』
を
位
醗
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
又
、
時
代

　
は
、
本
稿
が
と
り
扱
う
時
期
よ
り
も
下
る
の
で
は
あ
る
が
、
　
『
孝
経
』
の
呪
術
性

　
と
い
う
こ
と
よ
り
見
れ
ば
、
神
秘
的
・
予
雷
的
な
河
洛
書
と
孝
経
緯
が
、
光
武
の

　
初
年
に
於
い
て
、
神
秘
的
・
呪
術
的
と
い
う
紐
帯
で
以
て
結
び
つ
い
た
と
考
え
る

　
こ
と
も
で
き
る
。

⑤
　
た
と
え
ば
、
光
和
元
年
に
起
っ
た
異
変
に
つ
い
て
楊
賜
の
書
面
の
一
部
に
は
、

　
次
の
如
き
緯
譲
の
引
用
が
見
え
る
。

　
　
臣
聞
之
経
伝
、
或
薮
神
以
昌
、
或
得
神
以
亡
、
国
家
休
明
、
舎
監
其
徳
、
邪
辞

　
　
昏
乱
、
則
視
其
事
。
今
殿
前
之
気
、
応
為
虹
蜆
、
皆
妖
邪
所
生
、
不
正
之
象
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む

　
　
詩
人
所
謂
畷
錬
者
也
。
社
中
孚
経
日
、
蜆
之
比
、
無
徳
以
色
親
。
方
今
内
多
嬰

　
　
倖
、
外
任
小
臣
、
上
下
並
怨
、
誼
謹
盈
路
、
是
以
庚
異
瀬
見
、
前
後
丁
寧
。
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
復
投
蜆
、
可
調
悪
念
。
案
春
秋
識
日
、
悪
投
蜆
、
天
下
芸
、
海
内
乱
。
加
四
百

　
　
幽
艶
、
亦
復
垂
及
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
は
、
章
帝
初
年
に
行
な
わ
れ
た
白
虎
観
会
議
に
至
る
ま
で
の
識
緯
思
想
の
流
れ
を
、
光
武
・
下
垂
期
の
政
治
史
と
結
び
つ
け
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
所
謂
図
面
革
命
で
も
っ
て
成
立
し
た
後
漢
王
朝
は
、
光
武
帝
の
時
代
に
あ
っ
て
、
図
識
を
天
下
に
宣
布
し
、
　
「
国
教
」
と
い
え
る
地
位
に
ま

で
ひ
き
あ
げ
る
。
続
く
明
帝
期
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
方
針
は
継
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
識
緯
思
想
の
発
展
と
展
開
は
、
明
帝
末
年
の
収
束

を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
楚
王
英
に
代
表
さ
れ
る
諸
王
が
、
図
書
造
作
を
理
由
に
弾
圧
さ
れ
た
事
件
は
、
図
書
援
用
の
あ
り

方
に
少
な
か
ら
ざ
る
変
化
を
与
え
た
。
光
武
画
期
に
あ
っ
て
は
、
河
図
・
洛
書
と
七
経
緯
は
同
じ
図
書
と
し
て
、
同
等
の
地
位
を
占
め
て
い
た

の
が
、
以
後
、
図
書
の
中
心
的
な
も
の
は
七
経
緯
へ
と
移
っ
て
い
く
。
「
識
」
と
「
緯
」
に
区
分
さ
れ
る
識
緯
思
想
は
、
形
式
的
な
面
で
「
緯
」



に
集
約
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
光
武
期
の
図
書
援
用
と
は
異
な
り
、
善
書
思
想
の
第
二
段
階
の
発
展
を
示
す
も
の
が
、
白
虎
観
会
議

で
あ
る
と
い
え
る
。
『
白
虎
通
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
七
経
緯
は
、
そ
の
立
場
に
於
い
て
「
経
」
と
何
ら
異
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
後
漢
王
朝
に

於
け
る
識
緯
思
想
の
発
展
は
、
光
武
期
の
初
期
段
階
を
へ
て
、
自
己
の
存
立
基
盤
を
よ
り
い
っ
そ
う
確
乎
た
る
も
の
に
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
最
近
、
西
嶋
定
生
・
板
野
長
八
氏
は
、
　
「
儒
教
の
国
教
化
」
を
考
え
る
上
で
、
図
識
の
か
か
わ
り
合
い
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。
両

氏
の
見
解
は
「
儒
教
国
教
化
」
の
成
立
期
に
お
い
て
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
図
識
が
儒
教
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
国
教
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
成
立
す
る
と
し
た
点
で
一
致
を
み
る
。
経
学
の
地
位
の
確
立
と
は
別
に
、
儒
教
の
国
教
化
と
い
う
観
点
に
た
つ
な
ら
ば
、
両
氏
の
見
解
の
如

く
図
識
は
無
視
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
図
識
が
そ
の
確
乎
た
る
地
位
を
確
立
す
る
時
期
、
板
野
氏
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、

「
経
で
あ
り
、
経
な
る
も
の
、
孔
子
に
か
か
わ
る
も
の
」
と
な
る
時
期
は
、
後
漢
王
朝
が
そ
の
識
緯
政
策
の
総
括
を
行
な
っ
た
後
、
つ
ま
り
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

虎
観
会
議
の
時
期
に
求
め
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
儒
教
の
国
教
化
」
が
名
実
と
も
成
立
す
る
の
は
、
白
虎
観
会
議
に
於
い
て

で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
①
　
西
嶋
・
板
野
両
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
儒
教
の
属
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portance　of　the　latter　from　the　viewpoint　of　securing　sources　of

revenue．　And　according　to　them　there　are　different　forms　of　receipt

and　supply，　which　for　its　part　deterrnines　the　form　of　storage．

　Therefore　we　should　grasp　this　sy　stem　overall，　taking　these　relations

among　agencies　into　consideration．

The　Eve　of　Coπg7θ∬in　Pai－ha－feuan白虎観会議＝

the　Reception　and　Evolution　of　Study　of　the　Ch‘en－

　　　　　　　　　wei識緯：思想　in　East　Han　後寺莫

Itaru　Tomiya

　Since　Empeptor　Kuang－wza光武帝ascended　the　throne　by　invoking

Study．of　the　Ch‘en－wei，　it　had　been　a　leading　principle　in．politics

throughout　his　reign．

　In　this　article，　relating　to　the　political　situation，　1　consider　the　re－

ception　and　evoltttlon　of　Study　of　the　Ch‘en－wei　at　the　time　of　period一

一　from　the　enthronement　of　EmPeror　Kuang－wu　to　the　opening　of

Congress　in　Pai－hu－kuan．　The　point　of　my　consideration　is　to　survey

the　trends　of　Study　of　the　Ch‘en－wei　on　the　eve　of　Congress　in　Pai－hu－

lluan，　where　not　only　Study（）f　Canfucian　cla∬ics経学but　also　5彦udyげ

mistical　C（mfucianist　belief緯学showed　us　a　highly　sophisticated　figure．

（lO15）




